
１２月２０日号の北区ニュースで発表の通り、北区の長期的視野での基本計

画案が示されました。この北区基本計画２０１５（案）は上位計画として北区

基本構想（平成１１年策定）があり（図１参照）、概ね１０年間の方針を示した

計画となります。

今回の基本計画（案）には「地域のきずなづくり」「子育てファミリー層・

若年層の定住化」が最重

要課題として取り上げら

れています（図２参照）。

経営改革プラン２０１５

（案）には区民サービス向

上、基本構想の実現、基

本計画２０１５のための資源

調達、健全で安定的な行

財政運営の確保策などが

示されています（図３参

照）。

いずれも各会議での質

疑や予算要望などでの自

民党議員団からの意見を

組み込まれた内容となっ

ています。北区の顕在化

している課題解決に向

け、前進している各計画

案ですが、区民の皆様の

ご意見をパブリックコメ

ントとして伝えられる機

会でもございますので、

ご活用いただければと思

います。

平成２６年９月１８日を皮切りに約３週間に亘り関係団体か

ら平成２７年度北区予算編成に関するヒアリングを開催致し

ました。

頂きましたご要望を検証し、自民党議員団内で取りまと

め、１１月１３日に区幹部職と意見調整を行いました。

本年の政策指針は以下のような内容として取りまとめま

したので、ご参照ください。

【政策指針】

北区議会自由民主党議員団の予算編成に関する要望は

『将来の北区の在り方』を考慮し、各種団体の懇談を経て

まとめたものです。

東日本大震災以降、各地にて多発する自然災害。区内へ

の大きな影響はな

いものの、潜在的

なリスクに対する

警告を示す災害も

ある中、様々な情

報を駆使し、二元

代表制の議会運営

を活性化して区民

の生命財産を守る事も我々の責務であると考えています。

来年度の予算編成を進めるに際しては国・都の動向に十

分注視すると共に、より一層の情報収集に努め、国や都へ

の積極的な働きかけを含め、適切な対応が取られる事を強

く望むものである。

上記、記述を踏まえ、以下について特に留意するよう求

めます。

�区内景況の浮揚に向けて最大の関心を払い、可能な限り

の政策手段を講ずること。

�区内商工業者の下支えを行う為に、融資制度の活用・改

善を行うこと。また、区内各種業者への公共事業発注増

等による雇用確保策を行うこと。

�少子化対策関連の一層の充実・推進。

�介護予防の充実等の元気高齢者支援策。介護人材確保・

定着策の実施。

�認知症対応、小規模多機能、グループホーム、ショート

ステイなど、在宅介護を支援する施設整備。地域医療の

確保・充実。

�確実な行財政対策の更なる推進。税の公平性を維持する

ための積極的な施策対策。
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各種団体との新年度予算のヒアリング
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